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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会千葉地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件



関東千葉厚生年金 事案 5562 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 51 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

15万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月 31日から同年８月１日まで 

 私がＡ社のＣ（船名）に６回乗船したときの船員保険の資格喪失日につ

いて、５回目までは船を下りた日の翌日又は翌々日となっているのに、６

回目だけ下船日と同じ昭和 51 年７月 31 日となっているので、資格喪失日

を同年８月１日に正しく訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された船員手帳の写しにより、申立人は、昭和 51 年５月

14 日にＤ港でＡ社Ｃ（船名）の事業員として雇い入れられ、同年７月 31 日

に同港で雇止めとなっていることが確認できる。 

 また、Ａ社Ｃ（船名）の元船長から提出された航海日誌の写しにより、同

船は、昭和 51 年７月 31 日 16 時 00 分にＤ港に入港したことが確認できるこ

とから、申立人は、同日まで同船に乗船していたことが確認できる。 

 さらに、Ａ社で船員保険の資格取得及び資格喪失届に関する事務を担当し

ていた者は、「事業員の雇止日の通知を受け、雇止日の翌日を資格喪失日と

した届出書を作成し、Ｅ（地名）の船員保険課に提出していた。昭和 51 年７

月 31日雇止めなら、資格喪失日は同年８月１日となる。」と供述している。 

 加えて、申立人と同様に昭和 51 年７月 31 日に資格喪失している事業員の

元同僚のうち一人は、「私がＤ港で下船したのは同年７月 31 日である。下船

した月の給与から、船員保険の保険料が控除されていた。」と供述している。

  

  

  

 



   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る船員保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における昭

和 51 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、15 万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、Ｂ社は不明としているが、事業主が被保険者資格の

喪失日を昭和 51 年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年７月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日

を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



関東千葉厚生年金 事案 5563 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に

係る記録を昭和 49 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年８月１日から同年９月１日まで 

   私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が欠落している。

申立期間は、同社Ｃ支社から同社Ｂ支社に異動した時期であり、同社で継

続して勤務していたので、調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された人事記録から判断すると、申

立人は、同社に継続して勤務し（昭和 49 年８月１日に同社Ｃ支社から同社Ｂ

支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における

昭和 49 年９月の事業所別被保険者名簿の記録から、20 万円とすることが妥

当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  

  

  



関東千葉厚生年金 事案 5564 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 58 年９

月１日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、12 万 6,000 円とすることが妥

当である。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月 30日から同年９月１日まで 

 私は、Ａ社に昭和 58 年２月に再就職し、同年８月まで勤務したので、申

立期間の厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務して

いたことが認められる。 

 一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の厚生年金保険

被保険者資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった昭

和 58 年４月 30 日（以下「全喪日」という。）の後の同年 11 月８日付けで

遡及して資格喪失処理が行われている上、申立人と同様に全喪日に遡って資

格喪失処理をされている者が 40 人、「全喪」を理由として被保険者資格取

得の取り消しの処理をされている者が 20人いることが確認できる。 

 しかしながら、雇用保険の加入記録により、申立期間にＡ社において勤務

が確認できる従業員が保有する給与支給明細書では、申立期間において厚生

年金保険料の控除が確認できる。 

また、Ａ社に係る雇用保険の加入記録において、全喪日以降も５人以上の

従業員が在籍していたことが確認できることから、同社は、申立期間当時の

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

 さらに、複数の元同僚は、申立期間当時、Ａ社の経営状態は悪く、給与の

遅配があった旨供述している。 

  

  

  



   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）が、申立人につい

て、全喪日に資格喪失した旨の遡及処理を行う合理的な理由は無く、当該喪

失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪

失日を雇用保険の記録における離職日の翌日である昭和 58 年９月１日に訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額は、申立人のＡ社における昭和 58 年３月の

社会保険事務所の記録から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

 

 




